
 

 

 

 

 

○工事期間中は、以下①～⑥のパターンで利用制限を実施します。

 
 

＜平成３０年１２月１０日～１２月２１日頃まで（予定）＞ 

パターン①を実施します。 

 
 

 

＜平成３１年１月～２月頃まで（予定）＞ 

パターン②を実施します。 

 
※上記着色エリアを分割して工事を行うため、お手洗い・商業施設は利用可能。 
 

 

 

 

【別紙】

駐車場エリアの利用制限範囲について 

パターン③、④、⑤は 

同時期に交互に実施 



 

＜平成３１年２月～７月頃の期間＞  

パターン③・④・⑤を交互に実施します。 

 
※パターン③では、既存のトレーラーますが利用不可となることから、臨時のトレーラーますを上図のＡまたはＢの位置に 

設ける予定（２台分） 

 

 

 
 

 

 
※パターン⑤では、既存の大型車ますが利用不可となることから、臨時の大型車ますを上図のＣの位置に設ける予定（６台分） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜平成３１年４月及び７月頃（予定）＞  

パターン⑥を実施します。 

 
※パターン⑥の際にはＰＡの夜間閉鎖を行います。（野呂ＰＡは利用できなくなりますので、詳細な日程が決まり次第、別途お知ら

せします。） 

 


